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議案第１号

平成３１年度新潟市一般会計予算

平成３１年度新潟市の一般会計の予算は，次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条 歳入歳出予算の総額は，歳入歳出それぞれ３９２，２００，０００千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は，「第１表 歳入歳出予算」に

よる。 

（債務負担行為） 

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１４条の規定により債務を負担する

行為をすることができる事項，期間及び限度額は，「第２表 債務負担行為」による。 

（地方債） 

第３条 地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の目

的，限度額，起債の方法，利率及び償還の方法は，「第３表 地方債」による。 

（一時借入金） 

第４条 地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は，

３５，０００，０００千円と定める。

（歳出予算の流用）

第５条 地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額

を流用することができる場合は，次のとおりと定める。

（１） 各項に計上した給料，職員手当等及び共済費（賃金に係る共済費を除く。）に

係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の

流用 

  平成３１年２月１９日提出

 新潟市長 中原 八一 
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　 第１表　歳入歳出予算

     歳  入

（単位　千円）

款 項

 1 市税 135,124,369

 1 市民税 66,360,854

 2 固定資産税 49,067,181

 3 軽自動車税 2,037,529

 4 市たばこ税 4,985,914

 5 鉱産税 68,309

 6 入湯税 23,963

 7 事業所税 4,603,669

 8 都市計画税 7,976,950

 2 地方譲与税 3,280,346

 1 地方揮発油譲与税 1,382,735

 2 自動車重量譲与税 1,723,000

 3 特別とん譲与税 44,352

 4 航空機燃料譲与税 21,279

 5 石油ガス譲与税 71,980

 6 森林環境譲与税 37,000

 3 利子割交付金 200,025

 1 利子割交付金 200,025

 4 配当割交付金 442,830

 1 配当割交付金 442,830

 5 株式等譲渡所得割交付金 392,264

 1 株式等譲渡所得割交付金 392,264

 6 分離課税所得割交付金 109,828

金 額
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款 項

 1 分離課税所得割交付金 109,828

 7 地方消費税交付金 14,633,756

 1 地方消費税交付金 14,633,756

 8 ゴルフ場利用税交付金 19,774

 1 ゴルフ場利用税交付金 19,774

 9 自動車取得税交付金 361,996

 1 自動車取得税交付金 361,996

10 環境性能割交付金 29,207

 1 環境性能割交付金 29,207

11 軽油引取税交付金 5,374,266

 1 軽油引取税交付金 5,374,266

12 国有提供施設等所在市町村助成交
付金

8,983

 1 国有提供施設等所在市町村助成交
付金

8,983

13 地方特例交付金 2,549,568

 1 地方特例交付金 979,000

 2 子ども・子育て支援臨時交付金 1,570,568

14 地方交付税 57,175,000

 1 地方交付税 57,175,000

15 交通安全対策特別交付金 239,888

 1 交通安全対策特別交付金 239,888

16 石油貯蔵施設立地対策等交付金 60,269

 1 石油貯蔵施設立地対策等交付金 60,269

17 分担金及び負担金 1,556,720

 1 分担金 176,721

 2 負担金 1,379,999

18 使用料及び手数料 8,756,734

金 額
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款 項

 1 使用料 6,073,176

 2 手数料 2,683,558

19 国庫支出金 64,697,520

 1 国庫負担金 50,018,240

 2 国庫補助金 14,387,166

 3 委託金 292,114

20 県支出金 20,151,363

 1 県負担金 12,913,664

 2 県補助金 5,522,190

 3 委託金 1,592,509

 4 県貸付金 123,000

21 財産収入 1,154,762

 1 財産運用収入 220,336

 2 財産売払収入 934,426

22 寄附金 397,400

 1 寄附金 397,400

23 繰入金 20,418

 1 基金繰入金 20,418

24 繰越金 1

 1 繰越金 1

25 諸収入 22,604,513

 1 延滞金・加算金及び過料 197,498

 2 貸付金元利収入 19,877,663

 3 受託事業収入 43,719

 4 収益事業収入 1,252,171

 5 雑入 1,233,462

金 額
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款 項

26 市債 52,858,200

 1 市債 52,858,200

392,200,000

金 額

歳 入 合 計
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    歳  出

（単位　千円）

款 項

 1 議会費 1,024,555

 1 議会費 1,024,555

 2 総務費 46,255,907

 1 総務管理費 42,157,396

 2 徴税費 2,912,907

 3 戸籍住民基本台帳費 465,123

 4 選挙費 329,155

 5 統計調査費 110,799

 6 人事委員会費 100,546

 7 監査委員費 179,981

 3 民生費 119,566,541

 1 社会福祉費 10,824,928

 2 児童福祉費 43,682,973

 3 障がい福祉費 21,899,082

 4 生活保護費 17,432,729

 5 老人福祉費 25,672,809

 6 国民年金費 54,020

 4 衛生費 25,892,758

 1 保健衛生費 15,054,540

 2 清掃費 10,838,218

 5 労働費 1,153,107

 1 労働諸費 1,153,107

 6 農林水産業費 6,686,213

金 額
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款 項

 1 農業費 3,374,810

 2 農地費 2,956,878

 3 水産業費 354,525

 7 商工費 16,576,399

 1 商業費 15,006,208

 2 工業費 1,570,191

 8 土木費 49,625,199

 1 土木管理費 1,090

 2 道路橋りょう費 20,887,072

 3 港湾空港費 353,811

 4 都市計画費 21,631,241

 5 公園緑地費 2,739,801

 6 都市排水応急対策費 592,179

 7 建築費 1,427,835

 8 住宅費 1,992,170

 9 消防費 11,481,900

 1 消防費 11,481,900

10 教育費 61,576,505

 1 教育総務費 8,584,673

 2 小学校費 28,855,535

 3 中学校費 15,173,391

 4 高等学校費 1,522,439

 5 幼稚園費 536,954

 6 特別支援学校費 1,617,574

 7 生涯学習費 2,833,296

 8 保健給食費 2,452,643

金 額
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款 項

11 公債費 44,281,226

 1 公債費 44,281,226

12 諸支出金 7,979,690

 1 普通財産取得費 200,000

 2 開発公社費 7,779,690

13 予備費 100,000

 1 予備費 100,000

392,200,000

金 額

歳 出 合 計
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第２表　債務負担行為

（単位  千円）

（仮称）市役所ふるまち庁舎引越業務 平成32年度 23,000 

委託

情報システムデータ入力事業 平成32年度から 146,556 

平成34年度まで

北区役所庁舎整備事業 平成32年度 1,158,000 

児童手当・こども医療費助成システム 平成32年度 62,598 

再構築事業

新潟市障がい者住宅整備資金融資損失 資金を貸付けた 約定償還期限到来後１年を経過して，なお元利金（遅延利子を含む

補償（平成３１年度） 日から約定償還 。以下同じ。）が回収されなかった場合に当該未回収の元利金を限

期限到来後２年 度として融資機関に対して損失補償する。

を経過した日ま

で

新潟市国家戦略特別区域農業保証制度 平成31年度から 新潟県信用保証協会が新潟市国家戦略特別区域農業保証制度資金の

資金損失補償（平成３１年度） 平成48年度まで ための信用保証による代位弁済をした場合に，その損失を限度とし

て当該信用保証協会に対して損失補償する。

地域環境保全林整備事業用地先行取得 平成31年度から 230,000 

契約〔相手方　新潟市土地開発公社〕 平成32年度まで

国営かんがい排水事業資金償還金（新 平成32年度から 958,505 

川流域地区） 平成47年度まで

産業振興センター大規模改修事業 平成32年度 760,000 

道路橋りょう維持補修事業（平成３１ 平成32年度 200,000 

年度）

除雪対策事業（平成３１年度） 平成32年度から 200,000 

平成36年度まで

主要地方道新潟中央環状線（黒埼工区 平成32年度から 670,000 

）北陸自動車道跨道橋架橋事業（その 平成33年度まで

１）（平成３１年度）

主要地方道新潟中央環状線（信濃川渡 平成32年度 570,000 

河工区）橋りょう整備事業（その１）

（平成３１年度）

市道葛塚南線橋りょう整備事業（平成 平成32年度から 200,000 

３１年度） 平成33年度まで

一般国道460号臼井橋旧橋撤去事業（ 平成32年度 48,000 

平成３１年度）

道路橋りょう事業（平成３１年度） 平成32年度 200,000 

都市計画道路秋葉程島線事業用地先行 平成31年度から 152,000 

取得契約〔相手方　新潟市土地開発公 平成32年度まで

社〕

都市計画道路新津新町・大久保線事業 平成31年度から 74,000 

用地先行取得契約〔相手方　新潟市土 平成32年度まで

地開発公社〕

橋りょう定期点検事業 平成32年度 30,000 

事 項 期 間 限 度 額
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新潟駅高架下交通広場整備事業 平成32年度から 1,976,000 

平成34年度まで

新潟駅万代広場整備に伴う万代改札移 平成32年度 500,000 

設事業

公共建築物特定天井安全対策事業 平成32年度 118,000 

新潟市火災共済生活協同組合に対して 平成31年度 新潟市火災共済生活協同組合が行う火災共済事業において，同組合

行う支払資金の貸付補償 が保有する支払資金をもってしても共済責任を果たすことができな

いと認めた場合において，100,000千円を限度として貸付けるもの

とする。

潟東小学校移転改築・潟東中学校一部 平成32年度 1,417,700 

改築事業

東特別支援学校整備事業 平成32年度 154,600 

地方債の共同発行によって生ずる連帯 平成31年度から 元金1,217,000,000千円及び当該額に対する利子相当額

債務（平成３１年度） 平成41年度まで

新潟市土地開発公社事業資金融資債務 平成31年度から 新潟市土地開発公社が平成31年度に市長の承認する金融機関から事

保証 平成35年度まで 業資金を借り入れる場合，総額100,000千円に約定利息を加えた額

を限度として公有地の拡大の推進に関する法律によりその債務を保

証するものとする。

新潟市土地開発公社事業資金融資債務 平成31年度から 新潟市土地開発公社が平成31年度に市長の承認する金融機関から事

保証 平成32年度まで 業資金を借り入れる場合，総額7,800,000千円に約定利息を加えた

額を限度として公有地の拡大の推進に関する法律によりその債務を

保証するものとする。

事 項 期 間 限 度 額
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第３表　　地方債

起　　債　　の　　目　　的 限　度　額
起債
の方
法法

利　　　　　率 償　　還　　の　　方　　法

庁舎整備事業費 5,418,000 普通 年5.0％以内 借り入れの年から据置期間を含み30年以内に

（単位　千円）

コミュニティ施設整備事業費 424,200 貸借 （ただし，利率見直し 元利均等又は元金均等若しくは不均等の方法

文化施設整備事業費 16,500 又は 方式で借り入れる場合 により，毎年度１期又は２期に償還する。た

体育施設整備事業費 22,900 債券 で，政府資金及び地方 だし，財政の都合により据置期間中であって

防災設備整備事業費 12,100 発行 公共団体金融機構資金 も繰上償還し，償還年限を短縮し，又は低利

保育所整備事業費 739,300 （他 について利率の見直し 債に借り換えることができる。

ひまわりクラブ整備事業費 236,000 の地 を行った後においては

病児保育施設整備事業費 37,800 方公 ，当該見直し後の利率

斎場整備事業費 100,000 同発

障がい福祉施設整備事業費 8,100 共団 ）

老人福祉施設整備事業費 146,300 体と

ごみ処理施設整備事業費 175,500 行を

公害防止対策事業費 4,400 含む

水道事業出資金 326,600 の共

商工施設整備事業費 666,000

県営土地改良事業費負担金 419,900 。）

団体営土地改良事業費 94,500

道路橋りょう整備事業費 10,172,500

急傾斜地整備事業費 11,000

漁港整備事業費 104,300

街路事業費 2,244,300

公園緑地整備事業費 552,900

新潟空港整備事業費負担金 66,600

都市計画施設整備事業費 951,700

公営住宅建設事業費 465,100

消防施設整備事業費 1,527,900

都市排水応急対策事業費 95,700

公共建築物保全適正化推進事業費 750,600

中学校大規模改造事業費 318,800

特別支援学校整備事業費 196,100

小学校校舎屋体建設事業費 1,565,600

小学校大規模改造事業費 791,700

臨時財政対策費 24,182,000

特別支援学校大規模改造事業費 9,300

給食センター建設事業費 4,000
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議案第２号 

   平成３１年度新潟市国民健康保険事業会計予算 

 平成３１年度新潟市の国民健康保険事業会計の予算は，次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は，歳入歳出それぞれ７３，４９０，６２８千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は，「第１表 歳入歳出予算」に

よる。 

 （歳出予算の流用） 

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２２０条第２項ただし書の規定により

歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は，次のとおりと定める。 

（１） 第２款各項に計上した負担金補助及び交付金の予算額に過不足を生じた場合に

おけるその経費の各項の間の流用 

  平成３１年２月１９日提出 

                            新潟市長 中原 八一   
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　 第１表　歳入歳出予算

     歳  入

（単位　千円）

款 項

 1 国民健康保険料

 1 国民健康保険料 14,384,572

 2 国民健康保険税

 1 国民健康保険税

 3 使用料及び手数料

 1 手数料

 4 国庫支出金

 1 国庫補助金

 5 県支出金 52,590,773

 1 県補助金

 6 連合会支出金

 1 連合会補助金

 7 財産収入

 1 財産運用収入

 8 繰入金

 1 他会計繰入金 5,981,127

 2 基金繰入金

 9 繰越金

 1 繰越金

10 諸収入 194,669

 1 延滞金・加算金及び過料

 2 雑入

73,490,628

金 額

歳 入 合 計
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    歳  出

（単位　千円）

款 項

 1 総務費

 1 総務管理費 1,314,642

 2 徴収費

 3 運営協議会費

 2 保険給付費

 1 療養諸費

 2 高額療養費

 3 移送費

 4 出産育児諸費 148,732

 5 葬祭諸費

 3 国民健康保険事業費納付金

 1 医療給付費分

 2 後期高齢者支援金等分

 3 介護納付金分

 4 保健事業費

 1 保健事業費 73,280

 2 特定健康診査等事業費

 5 基金積立金

 1 基金積立金

 6 諸支出金 80,610

 1 償還金及び還付加算金

73,490,628

金 額

歳 出 合 計
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議案第３号

平成３１年度新潟市中央卸売市場事業会計予算 

平成３１年度新潟市の中央卸売市場事業会計の予算は，次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条 歳入歳出予算の総額は，歳入歳出それぞれ１，２９５，３２５千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は，「第１表 歳入歳出予算」に

よる。 

（地方債） 

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３０条第１項の規定により起こすこ

とができる地方債の起債の目的，限度額，起債の方法，利率及び償還の方法は，「第２

表 地方債」による。 

  平成３１年２月１９日提出 

 新潟市長 中原 八一 
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　 第１表　歳入歳出予算

     歳  入

（単位　千円）

款 項

 1 中央卸売市場収入 416,094

 1 使用料 416,093

 2 手数料 1

 2 財産収入 123,232

 1 財産運用収入 123,232

 3 繰入金 617,733

 1 他会計繰入金 567,549

 2 基金繰入金 50,184

 4 繰越金 1

 1 繰越金 1

 5 諸収入 136,965

 1 雑入 136,965

 6 市債 1,300

 1 市債 1,300

1,295,325

金 額

歳 入 合 計
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    歳  出

（単位　千円）

款 項

 1 中央卸売市場費 397,670

 1 市場費 397,670

 2 公債費 897,275

 1 公債費 897,275

 3 基金積立金 80

 1 基金積立金 80

 4 予備費 300

 1 予備費 300

1,295,325

金 額

歳 出 合 計

-17-



第２表　　地方債

起　　債　　の　　目　　的 限　度　額
起債
の方
法法

利　　　　　率 償　　還　　の　　方　　法

（単位　千円）

中央卸売市場施設整備事業費 1,300 普通 年5.0%以内あああああ 借り入れの年から据置期間を含み30年以内に

貸借 （ただし，利率見直し 元利均等又は元金均等若しくは不均等の方法

又は 方式で借り入れる場合 により，毎年度１期又は２期に償還する。た

債券 で，政府資金及び地方 だし，財政の都合により据置期間中であって

発行 公共団体金融機構資金 も繰上償還し，償還年限を短縮し，又は低利

について利率の見直し 債に借り換えることができる。あああああああ

を行った後においては

，当該見直し後の利率

）
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議案第４号 

平成３１年度新潟市と畜場事業会計予算 

 平成３１年度新潟市のと畜場事業会計の予算は，次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は，歳入歳出それぞれ２５５，０４３千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は，「第１表 歳入歳出予算」に

よる。 

 （地方債） 

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３０条第１項の規定により起こすこ

とができる地方債の起債の目的，限度額，起債の方法，利率及び償還の方法は，「第２

表 地方債」による。 

  平成３１年２月１９日提出 

                            新潟市長 中原 八一  
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　 第１表　歳入歳出予算

     歳  入

（単位　千円）

款 項

 1 使用料及び手数料 140,296

 1 使用料 140,296

 2 財産収入 1,191

 1 財産運用収入 1,191

 3 繰入金 79,477

 1 他会計繰入金 79,477

 4 繰越金 1

 1 繰越金 1

 5 諸収入 2,078

 1 雑入 2,078

 6 市債 32,000

 1 市債 32,000

255,043

金 額

歳 入 合 計
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    歳  出

（単位　千円）

款 項

 1 と畜場費 214,689

 1 と畜場費 214,689

 2 公債費 40,254

 1 公債費 40,254

 3 予備費 100

 1 予備費 100

255,043

金 額

歳 出 合 計
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第２表　　地方債

起　　債　　の　　目　　的 限　度　額
起債
の方
法法

利　　　　　率 償　　還　　の　　方　　法

食肉センター施設設備改善工事費 32,000 普通 年5.0％以内あああああ 借り入れの年から据置期間を含み30年以内に

（単位　千円）

貸借 （ただし，利率見直し 元利均等又は元金均等若しくは不均等の方法

又は 方式で借り入れる場合 により，毎年度１期又は２期に償還する。た

債券 で，政府資金及び地方 だし，財政の都合により据置期間中であって

発行 公共団体金融機構資金 も繰上償還し，償還年限を短縮し，又は低利

について利率の見直し 債に借り換えることができる。あああああああ

を行った後においては

，当該見直し後の利率

）
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議案第５号

平成３１年度新潟市母子父子寡婦福祉資金貸付事業会計予算

平成３１年度新潟市の母子父子寡婦福祉資金貸付事業会計の予算は，次に定めるところ

による。

（歳入歳出予算）

第１条 歳入歳出予算の総額は，歳入歳出それぞれ３９８，１５２千円と定める。

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は，「第１表 歳入歳出予算」に

よる。

平成３１年２月１９日提出

 新潟市長 中原 八一 
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　 第１表　歳入歳出予算

     歳  入

（単位　千円）

款 項

 1 繰入金 2,403

 1 他会計繰入金 2,403

 2 繰越金 56,058

 1 繰越金 56,058

 3 諸収入 339,691

 1 貸付金元利収入 326,103

 2 雑入 13,588

398,152

金 額

歳 入 合 計
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    歳  出

（単位　千円）

款 項

 1 母子父子寡婦福祉資金貸付事業費 398,152

 1 母子父子寡婦福祉資金貸付事業費 398,152

398,152

金 額

歳 出 合 計
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議案第６号 

平成３１年度新潟市介護保険事業会計予算 

 平成３１年度新潟市の介護保険事業会計の予算は，次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は，歳入歳出それぞれ８０，８１１，１２９千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は，「第１表 歳入歳出予算」に

よる。 

 （歳出予算の流用） 

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２２０条第２項ただし書の規定により

歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は，次のとおりと定める。 

 （１） 第２款各項に計上した予算額に過不足を生じた場合におけるその経費の各項の

間の流用 

  平成３１年２月１９日提出 

                            新潟市長 中原 八一   
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　 第１表　歳入歳出予算

     歳  入

（単位　千円）

款 項

 1 介護保険料 17,016,209

 1 介護保険料 17,016,209

 2 使用料及び手数料 10,263

 1 手数料 10,263

 3 国庫支出金 18,523,244

 1 国庫負担金 13,420,112

 2 国庫補助金 5,103,132

 4 県支出金 11,524,807

 1 県負担金 10,938,422

 2 県補助金 586,385

 5 支払基金交付金 20,907,983

 1 支払基金交付金 20,907,983

 6 財産収入 660

 1 財産運用収入 660

 7 繰入金 12,821,730

 1 一般会計繰入金 12,385,838

 2 基金繰入金 435,892

 8 繰越金 1

 1 繰越金 1

 9 諸収入 6,232

 1 延滞金・加算金及び過料 1

 2 雑入 6,231

80,811,129

金 額

歳 入 合 計
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    歳  出

（単位　千円）

款 項

 1 総務費 1,936,295

 1 総務管理費 1,248,514

 2 徴収費 99,483

 3 介護認定調査・審査会費 588,298

 2 保険給付費 74,949,339

 1 介護サービス等諸費 67,775,299

 2 介護予防サービス等諸費 2,109,564

 3 その他諸費 42,680

 4 高額介護サービス等費 1,741,124

 5 高額医療合算介護サービス等費 159,333

 6 特定入所者介護サービス等費 3,121,339

 3 地域支援事業費 3,923,835

 1 介護予防・生活支援サービス事業
費

2,392,012

 2 一般介護予防事業費 88,164

 3 包括的支援事業・任意事業費 1,436,194

 4 その他諸費 7,465

 4 基金積立金 660

 1 基金積立金 660

 5 予備費 1,000

 1 予備費 1,000

80,811,129

金 額

歳 出 合 計
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議案第７号 

平成３１年度新潟市公債管理事業会計予算 

 平成３１年度新潟市の公債管理事業会計の予算は，次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は，歳入歳出それぞれ７２，２０１，２２６千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は，「第１表 歳入歳出予算」に

よる。 

  平成３１年２月１９日提出 

                            新潟市長 中原 八一   
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　 第１表　歳入歳出予算

     歳  入

（単位　千円）

款 項

 1 繰入金 51,935,226

 1 他会計繰入金 44,261,226

 2 基金繰入金 7,674,000

 2 市債 20,266,000

 1 市債 20,266,000

72,201,226

金 額

歳 入 合 計
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    歳  出

（単位　千円）

款 項

 1 公債費 72,201,226

 1 公債費 72,201,226

72,201,226

金 額

歳 出 合 計
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議案第８号

平成３１年度新潟市後期高齢者医療事業会計予算

平成３１年度新潟市の後期高齢者医療事業会計の予算は，次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条 歳入歳出予算の総額は，歳入歳出それぞれ８，７２９，５１０千円と定める。

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は，「第１表 歳入歳出予算」に

よる。

平成３１年２月１９日提出

 新潟市長 中原 八一 
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　 第１表　歳入歳出予算

     歳  入

（単位　千円）

款 項

 1 後期高齢者医療保険料 6,628,601

 1 後期高齢者医療保険料 6,628,601

 2 国庫支出金 269

 1 国庫補助金 269

 3 繰入金 1,865,418

 1 他会計繰入金 1,865,418

 4 繰越金 1

 1 繰越金 1

 5 諸収入 235,221

 1 延滞金・加算金及び過料 793

 2 償還金及び還付加算金 12,034

 3 受託事業収入 217,457

 4 雑入 4,937

8,729,510

金 額

歳 入 合 計

-33-



    歳  出

（単位　千円）

款 項

 1 総務費 120,565

 1 総務管理費 120,565

 2 後期高齢者医療広域連合納付金 8,189,098

 1 後期高齢者医療広域連合納付金 8,189,098

 3 保健事業費 407,312

 1 健康保持増進事業費 407,312

 4 諸支出金 12,035

 1 償還金及び還付加算金 12,035

 5 予備費 500

 1 予備費 500

8,729,510

金 額

歳 出 合 計
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議案第９号 

   平成３１年度新潟市下水道事業会計予算 

 （総則） 

第１条 平成３１年度新潟市下水道事業会計の予算は，次に定めるところによる。 

 （業務の予定量） 

第２条 業務の予定量は，次のとおりとする。 

 （１） 下水道への接続世帯数 ２９４，０００世帯 

 （２） 年間有収水量   ７１，７７１，０００㎥ 

                 １日平均有収水量 １９６，０００㎥ 

 （３） 主要な建設改良事業 

     管渠，ポンプ場及び処理場等整備事業  １５，９９９，１８９千円 
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 （収益的収入及び支出） 

第３条 収益的収入及び支出の予定額は，次のとおりと定める。なお，営業外費用中企業

債利息５，３６９，２３０千円の財源に充てるため，企業債９０，５００千円を借り入

れる。 

    収  入                      （単位 千円） 

科     目 金     額 

第１款 事業収益 ３２，９１３，９３７ 

 第１項 営業収益 ２１，９２１，９６３ 

 第２項 営業外収益 １０，９９１，９７３ 

 第３項 特別利益 １ 

    支  出                      （単位 千円） 

科     目 金     額 

第１款 事業費 ３１，２８１，４７７ 

 第１項 営業費用 ２５，９０９，８９４ 

 第２項 営業外費用 ５，３６９，２３０ 

 第３項 特別損失 １，８５３ 

 第４項 予備費 ５００ 
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 （資本的収入及び支出） 

第４条 資本的収入及び支出の予定額は，次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支

出額に対して不足する額１２，４１２，８２７千円は，当年度消費税及び地方消費税資

本的収支調整額９１８，９４９千円，当年度損益勘定留保資金等１０，７０８，９８８

千円及び当年度利益剰余金処分額７８４，８９０千円で補てんするものとする。）。 

    収  入                      （単位 千円） 

科     目 金     額 

第１款 資本的収入 ２６，３６１，８９９ 

 第１項 企業債 １８，５７８，１００ 

 第２項 国県補助金 ５，０８３，１６１ 

 第３項 他会計補助金 ２，５９０，７８０ 

 第４項 負担金 １０９，８５８ 

    支  出                      （単位 千円） 

科     目 金     額 

第１款 資本的支出 ３８，７７４，７２６ 

 第１項 建設改良費 １７，２７３，８４０ 

 第２項 企業債償還金 ２１，５００，８８６ 
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（債務負担行為） 

第５条 債務負担行為をすることができる事項，期間及び限度額は，次のとおりと定める。 

（単位 千円） 

事    項 期   間 限 度 額 

鳥屋野・万代・下所島排水区 

雨水バイパス管下水道工事 

平成３２年度から 

平成３６年度まで 

７，０００，０００ 

松浜第１排水区三軒屋町 

雨水貯留管下水道工事 

平成３２年度から 

平成３４年度まで 

１，５００，０００ 

白山下水道橋耐震補強工事 

平成３２年度から 

平成３３年度まで 

１８０，０００ 

中部下水処理場ガスタンク設備工事 平成３２年度 ３１０，０００ 

中部下水処理場汚水除塵機設備工事 平成３２年度 ２９０，０００ 

中部下水処理場ケーキホッパ設備工事 平成３２年度 ２００，０００ 

中部下水処理場次亜塩貯留タンク設備工事 平成３２年度 １１０，０００ 

木戸ポンプ場監視計装設備工事 平成３２年度 １３０，０００ 

中部処理区合流改善調整池設備工事 平成３２年度 ７２０，０００ 

公共下水道建設改良事業 平成３２年度 １，５００，０００ 

公共下水道維持管理事業 平成３２年度 １００，０００ 
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（企業債） 

第６条 起債の目的，限度額，起債の方法，利率及び償還の方法は，次のとおりと定める。 

                                 （単位 千円） 

起債の目的 限 度 額 起債の方法 利 率 償還の方法 

公共下水道 

建設事業 

１０，６３７，１００ 普通貸借又

は債券発行 

年５．０％以内

（ただし ,利率

見直し方式で借

り 入 れ る 場 合

で，政府資金及

び地方公共団体

金融機構資金に

ついて利率の見

直しを行った後

においては ,当

該見直し後の利

率) 

借り入れの年か

ら据置期間を含

み４０年以内に

元利均等又は元

金均等若しくは

不均等の方法に

より，毎年度１

期又は２期に償

還する。ただし，

財政の都合によ

り据置期間中で

あっても繰上償

還し，償還年限

を短縮し，又は

低利債に借り換

えることができ

る。 

流域下水道 

建設事業 

５５８，４００ 

特定環境保全 

公共下水道 

建設事業 

３６７，７００ 

公設浄化槽 

建設事業 

３６，９００ 

農業集落排水 

建設事業 

３２，１００ 

下水道事業債 

（特別措置分） 

４５５，６００ 

借換債 １，２８０，８００ 

資本費平準化

債 

５，３００，０００ 
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 （一時借入金） 

第７条 一時借入金の限度額は，１０，０００，０００千円と定める。 

 （予定支出の各項の経費の金額の流用） 

第８条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は，次のとおりと定め

る。 

 （１） 営業費用，営業外費用及び特別損失の間の流用 

 （議会の議決を経なければ流用することのできない経費） 

第９条 次に掲げる経費については，その経費の金額を，それ以外の経費の金額に流用し，

又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は，議会の議決を経なければなら

ない。 

 （１） 職員給与費 １，５３１，７０３千円 

（他会計からの補助金） 

第１０条 下水道事業に充てるため，一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は，１３，

３５２，０２１千円である。 

  平成３１年２月１９日提出 

新潟市長 中原 八一   
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議案第１０号 

平成３１年度新潟市水道事業会計予算 

（総則）

第１条 平成３１年度新潟市水道事業会計の予算は，次に定めるところによる。

（業務の予定量）

第２条 業務の予定量は，次のとおりとする。

（１） 給水戸数   ３２９，０００戸

（２） 年間総配水量 ９７，７８１，０００㎥

１日平均配水量 ２６７，０００㎥

（３） 主要な建設改良事業

基幹管路更新事業 ２，４２５，２２０千円

基幹管路整備事業  ９５４，８２０千円

配水支管更新事業 ２，６８４，０５５千円

阿賀野川浄水場施設整備事業  ６０３，７２０千円

配水場施設整備事業 ５４６，４８０千円
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（収益的収入及び支出） 

第３条 収益的収入及び支出の予定額は，次のとおりと定める。 

収  入                      （単位 千円） 

科    目 金    額 

第１款 事業収益 １７，３４５，９０９ 

第１項 営業収益 １５，４４６，９５８ 

第２項 営業外収益 １，４３２，４９２ 

第３項 特別利益 ４６６，４５９ 

支  出                      （単位 千円） 

科    目 金    額 

第１款 事業費 １５，８６６，７７１ 

第１項 営業費用 １４，３４１，０９７ 

第２項 営業外費用 ７６６，６００ 

 第３項 特別損失 ７５４，０７４ 

第４項 予備費 ５，０００ 
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（資本的収入及び支出） 

第４条 資本的収入及び支出の予定額は，次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支

出額に対して不足する額７，２６３，１２５千円は，当年度消費税及び地方消費税資本

的収支調整額６９３，０４４千円，当年度損益勘定留保資金４，９０７，４８０千円及

び建設改良積立金１，６６２，６０１千円で補てんするものとする。）。 

収  入                      （単位 千円） 

科    目 金    額 

第１款 資本的収入 ４，６９２，７８７ 

第１項 企業債 ３，７６７，０００ 

第２項 国庫補助金 ２８８，２４５ 

第３項 出資金 ３２２，０００ 

第４項 固定資産売却代金 １ 

第５項 消火栓設置負担金 ５８，７９１ 

第６項 補償金 ２５０，７５０ 

第７項 投資償還金 ６，０００ 

支  出                      （単位 千円） 

科    目 金    額 

第１款 資本的支出 １１，９５５，９１２ 

第１項 建設改良費 ９，２２３，９３８ 

第２項 企業債償還金 ２，７３１，９７４ 
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（債務負担行為） 

第５条 債務負担行為をすることができる事項，期間及び限度額は，次のとおりと定める。 

（単位 千円） 

事    項 期   間 限  度  額 

送水管更新工事基本設計業務 平成３２年度 ５０，０００ 

青山浄水場施設整備実施設計業務 平成３２年度 ７７，０００ 

取水施設撤去工事 平成３２年度 ９４，０００ 

浄水用薬品購入経費 平成３２年度 １４０，０００ 

水道週間行事企画・運営業務 平成３２年度 １０，０００ 

企業会計システム再構築業務 平成３２年度 ８４，０００ 

配水管布設工事 平成３２年度 １，７００，０００ 
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（企業債） 

第６条 起債の目的，限度額，起債の方法，利率及び償還の方法は，次のとおりと定める。 

（単位 千円） 

起債の目的 限 度 額 起債の方法 利 率 償還の方法 

基幹管路更新事

業 

１，４０９，０００ 普通貸借又

は債券発行 

年５．０％以内

（ただし，利率

見直し方式で借

り 入 れ る 場 合

で，政府資金及

び地方公共団体

金融機構資金に

ついて利率の見

直しを行った後

においては，当

該見直し後の利

率） 

借り入れの年か

ら据置期間を含

み４０年以内に

元利均等又は元

金均等若しくは

不均等の方法に

より，毎年度１

期又は２期に償

還する。ただし，

財政の都合によ

り据置期間中で

あっても繰上償

還し，償還年限

を短縮し，又は

低利債に借り換

えることができ

る。 

配水支管更新事

業 

１，５０９，０００ 

阿賀野川浄水場 

施設整備事業 

４４５，０００ 

配水場施設整備

事業 

４０４，０００ 
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（予定支出の各項の経費の金額の流用） 

第７条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は，次のとおりと定め

る。 

（１） 営業費用及び営業外費用の間の流用 

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費） 

第８条 次に掲げる経費については，その経費の金額を，それ以外の経費の金額に流用し，

又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は，議会の議決を経なければなら

ない。 

（１） 職員給与費 ２，８３４，４６８千円 

（２） 交際費         ２００千円 

（たな卸資産購入限度額） 

第９条 たな卸資産の購入限度額は，２０８，０００千円と定める。 

 

 

平成３１年２月１９日提出 

新潟市長 中原 八一   
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議案第１１号 

平成３１年度新潟市病院事業会計予算 

（総則） 

第１条 平成３１年度新潟市病院事業会計の予算は，次に定めるところによる。 

（業務の予定量） 

第２条 業務の予定量は，次のとおりとする。 

（１） 病床数  

６７６床 一般病床 ６５２床 

精神病床  １６床 

感染症病床  ８床 

（２） 年間患者数 

 入院患者 ２１７，２５１人 

 外来患者 ２４９，６００人 

（３） 主要な建設改良事業 

    市民病院器械備品購入     ７７１，２００千円 
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（収益的収入及び支出） 

第３条 収益的収入及び支出の予定額は，次のとおりと定める。 

収  入                      （単位 千円） 

科    目 金    額 

第１款 市民病院事業収益 ２５，００２，２３５ 

第１項 医業収益 ２１，４０８，０９５ 

第２項 医業外収益 ３，５６２，１１１ 

第３項 附帯事業収益 ２２，０２９ 

第４項 特別利益 １０，０００ 

支  出                      （単位 千円） 

科    目 金    額 

第１款 市民病院事業費用 ２５，４５５，５７９ 

第１項 医業費用 ２４，８５２，３１４ 

第２項 医業外費用 ５４０，５４７ 

第３項 附帯事業費用 ５１，７１８ 

第４項 特別損失 １０，０００ 

第５項 予備費 １，０００ 
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（資本的収入及び支出） 

第４条 資本的収入及び支出の予定額は，次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支

出額に対して不足する額８１３，１８９千円は，当年度消費税及び地方消費税資本的収

支調整額２，０３７千円及び過年度損益勘定留保資金８１１，１５２千円で補てんする

ものとする。）。 

収  入                      （単位 千円） 

科    目 金    額 

第１款 市民病院資本的収入 １，６０３，４９７ 

第１項 企業債 ７１８，２００ 

第２項 負担金交付金 ８８５，２９７ 

支  出                      （単位 千円） 

科    目 金    額 

第１款 市民病院資本的支出 ２，４１６，６８６ 

第１項 建設改良費 ９０２，８９１ 

第２項 企業債償還金 １，５１３，７９５ 
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（企業債） 

第５条 起債の目的，限度額，起債の方法，利率及び償還の方法は，次のとおりと定める。 

（単位 千円） 

起債の目的 限 度 額 起債の方法 利 率 償還の方法 

建設改良事業 ７１８，２００ 普通貸借又

は債券発行 

年５．０％以内 

（ただし，利率

見直し方式で借

り 入 れ る 場 合

で，政府資金及

び地方公共団体

金融機構資金に

ついて利率の見

直しを行った後

においては，当

該見直し後の利

率） 

借り入れの年か

ら据置期間を含

み３０年以内に

元利均等又は元

金均等若しくは

不均等の方法に

より，毎年度１

期又は２期に償

還する。ただし，

財政の都合によ

り据置期間中で

あっても繰上償

還し，償還年限

を短縮し，又は

低利債に借り換

えることができ

る。 

（一時借入金） 

第６条 一時借入金の限度額は，３，５００，０００千円と定める。 
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（予定支出の各項の経費の金額の流用） 

第７条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は，次のとおりと定める。 

（１） 医業費用，医業外費用，附帯事業費用及び特別損失に計上した経費のうち，次

条に定める経費以外の経費に係る予算額に過不足を生じた場合におけるその経費の項

の間の流用 

（２） 医業費用，附帯事業費用及び特別損失に計上した職員給与費に係る予算額に過

不足を生じた場合におけるその経費の項の間の流用 

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費） 

第８条 次に掲げる経費については，その経費の金額を，それ以外の経費の金額に流用し，

又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は，議会の議決を経なければなら

ない。 

（１） 職員給与費 １１，９９８，８８６千円 

（２） 交際費          ３００千円 

（たな卸資産購入限度額） 

第９条 たな卸資産の購入限度額は，３，９００，０００千円と定める。 

（重要な資産の取得及び処分） 

第１０条 重要な資産の取得及び処分は，次のとおりとする。 

（１） 取得する資産 

種  類 名     称 数  量 

器 械 備 品 全身用２管球搭載型Ｘ線ＣＴ診断装置 １式 

器 械 備 品 超音波洗浄装置 １式 

 

平成３１年２月１９日提出 

新潟市長 中原 八一   
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議案第１２号 

   新潟市森林環境譲与税活用基金条例の制定について 

 新潟市森林環境譲与税活用基金条例を次のように制定するものとする。 

  平成３１年２月１９日提出 

                            新潟市長 中原 八一 

   新潟市森林環境譲与税活用基金条例 

 （設置） 

第１条 地球温暖化の防止及び災害の防止を目的として，森林整備等の必要な事業を行う

ため，新潟市森林環境譲与税活用基金（以下「基金」という。）を設置する。 

（積立額） 

第２条 基金として積み立てる額は，予算で定める。 

（管理） 

第３条 基金に属する現金は，金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により管

理しなければならない。 

（運用益金の処理） 

第４条 基金の運用から生ずる収益は，一般会計歳入歳出予算に計上して，基金に繰り入

れるものとする。 

（繰替運用） 

第５条 市長は，財政上必要があると認める場合は，確実な繰戻しの方法，期間及び利率

を定めて，基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。 

（処分） 

第６条 基金は，次の各号のいずれかに該当する場合に限り，その全部又は一部を処分す

ることができる。 

（１） 間伐等の森林整備及び森林における路網等の整備を推進するための経費の財源

に充てる場合 
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（２） 森林整備を担う人材の育成及び担い手の確保並びにそれらを推進する体制の構

築のための経費の財源に充てる場合 

（３） 森林の有する公益的機能に関する普及啓発，木材の利用の促進その他の森林の

整備の促進のための経費に充てる場合 

（その他） 

第７条 この条例に定めるもののほか，基金の管理に関し必要な事項は，市長が別に定め

る。 

附 則 

この条例は，平成３１年４月１日から施行する。 
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議案第１３号 

   新潟市事務分掌条例の一部改正について 

 新潟市事務分掌条例の一部を改正する条例を次のように制定するものとする。 

  平成３１年２月１９日提出 

                            新潟市長 中原 八一   

   新潟市事務分掌条例の一部を改正する条例 

 新潟市事務分掌条例（平成１８年新潟市条例第８９号）の一部を次のように改正する。 

 第２条第１号中「地域・魅力創造部」を「政策企画部」に改める。 

   附 則 

（施行期日） 

１ この条例は，平成３１年４月１日から施行する。 

（新潟市行政区画審議会設置条例の一部改正） 

２ 新潟市行政区画審議会設置条例（平成１７年新潟市条例第８号）の一部を次のように

改正する。 

  第６条中「地域・魅力創造部」を「政策企画部」に改める。 
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議案第１４号 

   新潟市手数料条例の一部改正について 

 新潟市手数料条例の一部を改正する条例を次のように制定するものとする。 

  平成３１年２月１９日提出 

                            新潟市長 中原 八一 

   新潟市手数料条例の一部を改正する条例 

 新潟市手数料条例（平成１２年新潟市条例第１２号）の一部を次のように改正する。 

 別表のうち（９）の表１の項を削り，同表２の項中「１冊につき ３００円」を「１件

につき ３００円」に改め，同項を同表１の項とし，同表３の項を同表２の項とする。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は，平成３１年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 改正後の別表のうち（９）の表１の項の規定は，この条例の施行の日以後になされる

申請に係る手数料について適用し，同日前になされた申請に係る手数料については，な

お従前の例による。 
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議案第１５号 

   新潟市職員定数条例の一部改正について 

 新潟市職員定数条例の一部を改正する条例を次のように制定するものとする。 

  平成３１年２月１９日提出 

新潟市長 中原 八一   

   新潟市職員定数条例の一部を改正する条例 

 新潟市職員定数条例（昭和２５年新潟市条例第１６号）の一部を次のように改正する。 

 第２条第３号中「１，１２５人」を「１，１４５人」に改める。 

   附 則 

 この条例は，平成３１年４月１日から施行する。 

-56-



議案第１６号 

   新潟市職員の勤務時間，休暇等に関する条例の一部改正について 

 新潟市職員の勤務時間，休暇等に関する条例の一部を改正する条例を次のように制定す

るものとする。 

  平成３１年２月１９日提出 

                            新潟市長 中原 八一 

   新潟市職員の勤務時間，休暇等に関する条例の一部を改正する条例 

 新潟市職員の勤務時間，休暇等に関する条例（平成７年新潟市条例第２号）の一部を次

のように改正する。 

 第８条に次の１項を加える。 

３ 前項に規定するもののほか，同項に規定する正規の勤務時間以外の時間における勤務

に関し必要な事項は，規則で定める。 

附 則 

 この条例は，平成３１年４月１日から施行する。 
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議案第１７号 

 新潟市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例及び新潟市特別職の職員

の給与に関する条例の一部改正について 

新潟市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例及び新潟市特別職の職員の給

与に関する条例の一部を改正する条例を次のように制定するものとする。 

  平成３１年２月１９日提出 

 新潟市長 中原 八一 

 新潟市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例及び新潟市特別職の職員

の給与に関する条例の一部を改正する条例 

（新潟市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正） 

第１条 新潟市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例（昭和３１年新潟市条

例第３８号）の一部を次のように改正する。 

  第６条第２項中「６月に支給する場合においては１００分の１４７．５，１２月に支

給する場合においては１００分の１６２．５」を「１００分の１５５」に改める。 

（新潟市特別職の職員の給与に関する条例の一部改正） 

第２条 新潟市特別職の職員の給与に関する条例（昭和３２年新潟市条例第６６号）の一

部を次のように改正する。 

  第４条ただし書中「６月に支給する場合においては１００分の１４７．５，１２月に

支給する場合においては１００分の１６２．５」を「１００分の１５５」に改め，「そ

れぞれその」を削る。 

附 則 

この条例は，平成３１年４月１日から施行する。 
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議案第１８号 

   新潟市コミュニティセンター及びコミュニティハウス条例の一部改正について 

 新潟市コミュニティセンター及びコミュニティハウス条例の一部を改正する条例を次の

ように制定するものとする。 

  平成３１年２月１９日提出 

                            新潟市長 中原 八一 

   新潟市コミュニティセンター及びコミュニティハウス条例の一部を改正する条例 

 新潟市コミュニティセンター及びコミュニティハウス条例（平成１６年新潟市条例第９

５号）の一部を次のように改正する。 

 別表第１新潟市北部総合コミュニティセンターの項中「新潟市中央区附船町１丁目４３

８５番地１」を「新潟市中央区稲荷町３５１１番地１」に，「体育館，練習室，卓球場，

調理実習室，音楽室，ギャラリー，教室，和室，大ホール，小ホール，資料室，談話室」

を「活動室，和室，大ホール，小ホール，音楽室，調理室，武道場，体育館」に改める。 

 別表第４のうち２の表を次のように改める。 

２ 新潟市北部総合コミュニティセンター 

施設名 単位 利用料金の上限額（円） 

活動室１０１ １時間につき ３００ 

活動室２０１ １時間につき ３００ 

活動室２０２ １時間につき ３００ 

活動室２０３ １時間につき ３００ 

活動室２０４ １時間につき ３００ 

活動室３０１ １時間につき ３００ 

活動室４０１ １時間につき ３００ 

活動室４０２ １時間につき ３００ 
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和室３０２ １時間につき ３００ 

和室３０３ １時間につき ３００ 

和室４０３ １時間につき ３００ 

和室４０４ １時間につき ３００ 

大ホール２０５ １時間につき ８００ 

大ホール２０６ １時間につき ８００ 

大ホール３０４ １時間につき ８００ 

大ホール４０５ １時間につき ８００ 

小ホール２０７ １時間につき ４００ 

小ホール５０１ １時間につき ４００ 

音楽室  １時間につき ６００ 

調理室 １時間につき ４５０ 

武道場 １時間につき ６００ 

体育館 １時間につき １，５００ 

   附 則 

（施行期日） 

１ この条例は，公布の日から起算して５月を超えない範囲内において規則で定める日か

ら施行する。ただし，次項の規定は，公布の日から施行する。 

 （準備行為） 

２ 新潟市北部総合コミュニティセンターの指定管理者が行う利用の許可及び許可の取消

し並びに利用料金の額並びに免除及び還付の基準を定める行為，利用者が行う利用の取

止めの申出並びにこれらに関し必要な手続その他の行為は，この条例の施行前において

も，改正後の新潟市コミュニティセンター及びコミュニティハウス条例の規定の例によ

り行うことができる。 
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議案第１９号 

   新潟市地域保健福祉センター条例の一部改正について 

 新潟市地域保健福祉センター条例の一部を改正する条例を次のように制定するものとす

る。 

  平成３１年２月１９日提出 

                            新潟市長 中原 八一 

   新潟市地域保健福祉センター条例の一部を改正する条例 

 新潟市地域保健福祉センター条例（平成９年新潟市条例第４０号）の一部を次のように

改正する。 

 別表第２中央区入舟健康センターの項中「新潟市中央区附船町１丁目４３８５番地１」

を「新潟市中央区稲荷町３５１１番地１」に改め，「，機能訓練室」を削る。 

附 則 

 この条例は，公布の日から起算して５月を超えない範囲内において規則で定める日から

施行する。 
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議案第２０号 

   新潟市立図書館条例の一部改正について 

 新潟市立図書館条例の一部を改正する条例を次のように制定するものとする。 

  平成３１年２月１９日提出 

                            新潟市長 中原 八一 

   新潟市立図書館条例の一部を改正する条例 

 新潟市立図書館条例（平成１９年新潟市条例第１１号）の一部を次のように改正する。 

 第２条第１項の表新潟市立舟江図書館の項中「新潟市中央区附船町１丁目４３８５番地

１」を「新潟市中央区稲荷町３５１１番地１」に改める。 

   附 則 

 この条例は，公布の日から起算して５月を超えない範囲内において規則で定める日から

施行する。 
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議案第２１号 

   新潟市立小学校条例の一部改正について 

 新潟市立小学校条例の一部を改正する条例を次のように制定するものとする。 

  平成３１年２月１９日提出 

                            新潟市長 中原 八一   

   新潟市立小学校条例の一部を改正する条例 

 新潟市立小学校条例（昭和３９年新潟市条例第２８号）の一部を次のように改正する。 

 別表新潟市立笹山小学校の項を削り，同表に次のように加える。 

新潟市立新通つばさ小学校 新潟市西区大野１３７番地 

   附 則 

 この条例は，平成３２年４月 1 日から施行する。 
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議案第２２号 

   新潟市奨学金条例及び新潟市社会人奨学金条例の一部改正について 

 新潟市奨学金条例及び新潟市社会人奨学金条例の一部を改正する条例を次のように制定

するものとする。 

  平成３１年２月１９日提出 

新潟市長 中原 八一   

   新潟市奨学金条例及び新潟市社会人奨学金条例の一部を改正する条例 

（新潟市奨学金条例の一部改正） 

第１条 新潟市奨学金条例（平成１９年新潟市条例第１０号）の一部を次のように改正す

る。 

第２条第１項第３号オ中「短期大学」の次に「（専門職短期大学を含む。以下同じ。）」

を加え，同号カ中「大学に在学する者」を「大学（専門職大学を含む。以下同じ。）に

在学する者」に改める。 

 （新潟市社会人奨学金条例の一部改正） 

第２条 新潟市社会人奨学金条例（平成２０年新潟市条例第８号）の一部を次のように改

正する。 

  第２条第２号イ中「短期大学」の次に「（専門職短期大学を含む。）」を加え，同号

ウ中「大学」の次に「（専門職大学を含む。）」を加える。 

   附 則 

 この条例は，平成３１年４月１日から施行する。 
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議案第２３号 

   新潟市国民健康保険条例の一部改正について 

 新潟市国民健康保険条例の一部を改正する条例を次のように制定するものとする。 

  平成３１年２月１９日提出 

                            新潟市長 中原 八一 

   新潟市国民健康保険条例の一部を改正する条例 

 新潟市国民健康保険条例（昭和３４年新潟市条例第５号）の一部を次のように改正する。 

第１２条の５中「５８０，０００円」を「６１０，０００円」に改める。 

第１７条第１項各号列記以外の部分中「５８０，０００円」を「６１０，０００円」に

改め，同項第２号中「２７５，０００円」を「２８０，０００円」に改め，同項第３号中

「５００，０００円」を「５１０，０００円」に改め，同条第４項及び第５項中「５８０，

０００円」を「６１０，０００円」に改める。 

第２１条の３第２項中「届出は」を「届出に当たり」に，「を提示して行わなければ」

を「の提示を求められた場合においては，これを提示しなければ」に改める。  

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は，平成３１年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 改正後の新潟市国民健康保険条例の規定は，平成３１年度以後の年度分の保険料につ

いて適用し，平成３０年度分までの保険料については，なお従前の例による。 
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議案第２４号 

新潟市営住宅条例の一部改正について 

新潟市営住宅条例の一部を改正する条例を次のように制定するものとする。 

平成３１年２月１９日提出 

新潟市長 中原 八一 

新潟市営住宅条例の一部を改正する条例 

新潟市営住宅条例（平成９年新潟市条例第１５号）の一部を次のように改正する。 

別表第１二葉町第２住宅の項の次に次のように加える。 

古町みなと住宅 新潟市中央区古町通１３番町 

別表第４二葉町第２住宅駐車場の項の次に次のように加える。 

古町みなと住宅駐車場 新潟市中央区古町通１３番町 ６，０００円 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は，平成３２年２月１日から施行する。ただし，次項及び附則第３項の規定

は，公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後の新潟市営住宅条例の規定により最初に古町みなと住宅及び古

町みなと住宅駐車場（以下「古町みなと住宅等」という。）の指定管理者の指定をする

場合においては，市長は，新潟市営住宅条例第５７条の規定にかかわらず，同条第２項

各号に掲げる基準に適合するものとして市長があらかじめ選考した一の団体（以下「被

選考者」という。）から提出された事業計画書その他規則で定める書類を審査し，被選

考者が古町みなと住宅等の設置の目的を効果的に達成することができると認めるときは，

被選考者を古町みなと住宅等の指定管理者として指定することができる。 

（準備行為） 

３ 古町みなと住宅等の指定管理者の指定及びこれに関し必要な手続その他の行為は，こ

の条例の施行前においても，行うことができる。 
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議案第２５号 

新潟市食肉センター条例の一部改正について 

新潟市食肉センター条例の一部を改正する条例を次のように制定するものとする。 

平成３１年２月１９日提出 

新潟市長 中原 八一 

新潟市食肉センター条例の一部を改正する条例 

新潟市食肉センター条例（平成５年新潟市条例第５号）の一部を次のように改正する。 

別表と畜場使用料の項中「２，３２４」を「２，３６７」に，「５６６」を「５７６」

に，「７１０」を「７２３」に，「２３７」を「２４１」に，「１５４」を「１５７」に

改め，同表冷蔵庫施設使用料の項中「１５７，２６９」を「１６０，１８１」に改め，同

表部分肉処理施設使用料の項中「１，１５３，３３７」を「１，１７４，６９６」に改め，

同表厚生施設使用料の項中「３５，５８８」を「３６，２４７」に，「７１，２８０」を

「７２，６００」に改め，同表事務所使用料の項中「７３０」を「７４４」に改める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は，平成３１年１０月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の別表の規定は，この条例の施行の日以後の新潟市食肉センターの使用に係る 

使用料について適用し，同日前の新潟市食肉センターの使用に係る使用料については， 

なお従前の例による。 
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議案第２６号 

   新潟市中央卸売市場業務条例の一部改正について 

 新潟市中央卸売市場業務条例の一部を改正する条例を次のように制定するものとする。 

  平成３１年２月１９日提出 

                            新潟市長 中原 八一 

   新潟市中央卸売市場業務条例の一部を改正する条例 

 新潟市中央卸売市場業務条例（昭和４６年新潟市条例第４３号）の一部を次のように改 

正する。 

 第５３条中「（卸売金額」を削り，「１００分の１０８」を「１００分の１１０」に，

「をいう。以下同じ。）に第６６条第１項」を「に第６６条第１項」に改める。 

第５７条第４項中「１００分の１０８を乗じて」を「当該価格の消費税等相当額（消費

税法（昭和６３年法律第１０８号）第２９条に規定する消費税の税率及び地方税法（昭和

２５年法律第２２６号）第７２条の８３に規定する地方消費税の税率に相当する額をいう。

以下同じ。）を加算して」に改める。 

第６２条第３項中「卸売金額」の次に「（せり売若しくは入札又は相対取引に係る金額

に当該金額の消費税等相当額を加算して得た額をいう。以下同じ。）」を加える。 

第６５条第１項中「１００分の１０８を乗じて」を「当該合計額の消費税等相当額を加

算して」に改める。 

第６９条第１項中「１００分の１０８を乗じて」を「当該額の消費税等相当額を加算し

て」に改める。 

別表卸売業者市場使用料の項中「卸売金額」の次に「から当該卸売金額の消費税等相当

額を減じて得た額に１００分の１１０を乗じて得た額」を加え，同表仲卸業者市場使用料

の項中「販売金額」の次に「から当該販売金額の消費税等相当額を減じて得た額に１００

分の１１０を乗じて得た額」を加え，同表卸売業者売場使用料の項中「４６０円」を「４

６８円」に改め，同表仲卸業者売場使用料の項中「１，０３１円」を「１，０５０円」に
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改め，同表業者事務所使用料の項中「９６９円」を「９８７円」に，「７８３円」を「７

９７円」に改め，同表関連事業所使用料の項及び保管所使用料の項中「１，０３１円」を

「１，０５０円」に改め，同表駐車場使用料の項中「３，０８６円」を「３，１４３円」

に改める。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は，卸売市場法（昭和４６年法律第３５号）第１１条第１項の認可を受けた 

日後において規則で定める日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 改正後の第５３条，第５７条第４項，第６２条第３項，第６５条第１項及び第６９条

第１項の規定は，この条例の施行の日以後の取引について適用し，同日前の取引につい

ては，なお従前の例による。 

３ 改正後の別表の規定は，この条例の施行の日の属する月の使用料から適用し，当該月 

の前月までの使用料については，なお従前の例による。 
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議案第２７号

新潟市下水道条例及び新潟市浄化槽事業条例の一部改正について 

新潟市下水道条例及び新潟市浄化槽事業条例の一部を改正する条例を次のように制定す

るものとする。

  平成３１年２月１９日提出

 新潟市長 中原 八一

新潟市下水道条例及び新潟市浄化槽事業条例の一部を改正する条例 

（新潟市下水道条例の一部改正）

第１条 新潟市下水道条例（平成７年新潟市条例第３２号）の一部を次のように改正する。

第２１条第１項中「表の額に１００分の１０８」を「額に１００分の１１０」に改め

る。

（新潟市浄化槽事業条例の一部改正）

第２条 新潟市浄化槽事業条例（平成２２年新潟市条例第３７号）の一部を次のように改

正する。

  第２２条第３項から第５項までの規定中「１００分の１０８」を「１００分の１１０」

に改める。

附 則

（施行期日）

１ この条例は，平成３１年１０月１日から施行する。

（新潟市下水道条例の一部改正に伴う経過措置）

２ 前項に掲げる施行の日（以下「施行日」という。）前から継続している公共下水道の

使用で，施行日から平成３１年１０月３１日までの間に使用料の支払を受ける権利が確

定するものに係る使用料の額については，なお従前の例による。

３ 施行日前から継続している公共下水道の使用で，施行日以後初めて使用料の支払を受

ける権利が確定する日が平成３１年１０月３１日後であるものにあっては，当該確定し
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たもののうち，施行日以後初めて支払を受ける権利が確定する基本料金及び超過料金の

合計額並びに公衆浴場汚水の額を前回確定日（施行日前の直近の使用料の支払を受ける

権利が確定した日をいう。以下この項において同じ。）から施行日以後初めて使用料の

支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数で除し，これに前回確定日から同月３

１日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に限り，使用料の額については，

なお従前の例による。

４ 前項の月数は，暦に従って計算し，１月に満たない端数が生じたときは，これを１月

とする。

（新潟市浄化槽事業条例の一部改正に伴う経過措置）

５ 施行日前から継続している公設浄化槽の使用で，施行日から平成３１年１０月３１日

までの間に使用料の支払を受ける権利が確定するものに係る使用料の額については，な

お従前の例による。

６ 施行日前から継続している公設浄化槽の使用で，施行日以後初めて使用料の支払を受

ける権利が確定する日が平成３１年１０月３１日後であるものにあっては，当該確定し

たもののうち，施行日以後初めて支払を受ける権利が確定する新潟市浄化槽事業条例第

２２条第３項の表に掲げる額を前回確定日（施行日前の直近の使用料の支払を受ける権

利が確定した日をいう。以下この項において同じ。）から施行日以後初めて使用料の支

払を受ける権利が確定する日までの期間の月数で除し，これに前回確定日から同月３１

日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に限り，使用料の額については，

なお従前の例による。

７ 前項の月数は，暦に従って計算し，１月に満たない端数が生じたときは，これを１月

とする。
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議案第２８号

新潟市地域下水道条例の一部改正について 

新潟市地域下水道条例の一部を改正する条例を次のように制定するものとする。

  平成３１年２月１９日提出

 新潟市長 中原 八一

新潟市地域下水道条例の一部を改正する条例 

新潟市地域下水道条例（昭和５８年新潟市条例第７号）の一部を次のように改正する。

第６条第１項中「表の額に１００分の１０８」を「額に１００分の１１０」に改める。

第７条第１号中「第１４条まで」の次に「，第１５条の２」を加える。

附 則

（施行期日）

１ この条例は，次の各号に掲げる区分に応じ，当該各号に定める日から施行する。

（１） 第７条第１号の改正規定 平成３１年４月１日

（２） 前号に掲げる改正規定以外の規定 平成３１年１０月１日

（経過措置）

２ 前項第２号に掲げる施行の日（以下「施行日」という。）前から継続している地域下

水道の使用で，施行日から平成３１年１０月３１日までの間に使用料の支払を受ける権

利が確定するものに係る使用料の額については，なお従前の例による。

３ 施行日前から継続している地域下水道の使用で，施行日以後初めて使用料の支払を受

ける権利が確定する日が平成３１年１０月３１日後であるものにあっては，当該確定し

たもののうち，施行日以後初めて支払を受ける権利が確定する基本料金及び超過料金の

合計額を前回確定日（施行日前の直近の使用料の支払を受ける権利が確定した日をいう。

以下この項において同じ。）から施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利が確定す

る日までの期間の月数で除し，これに前回確定日から同月３１日までの期間の月数を乗

じて計算した金額に係る部分に限り，使用料の額については，なお従前の例による。
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４ 前項の月数は，暦に従って計算し，１月に満たない端数が生じたときは，これを１月

とする。 
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議案第２９号 

新潟市給水条例の一部改正について 

 新潟市給水条例の一部を改正する条例を次のように制定するものとする。 

  平成３１年２月１９日提出 

                            新潟市長 中原 八一 

新潟市給水条例の一部を改正する条例 

 新潟市給水条例（昭和３３年新潟市条例第３２号）の一部を次のように改正する。 

 第２６条第１項，第３３条の２第１項及び附則第２１項中「１００分の１０８」を「１ 

００分の１１０」に改める。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は，平成３１年１０月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例の施行の日（以下「施行日」という。）前から継続している水道の使用で，

施行日から平成３１年１０月３１日までの間に料金の支払を受ける権利が確定するもの

に係る料金の額については，なお従前の例による。 

３ 施行日前から継続している水道の使用で，施行日以後初めて料金の支払を受ける権利

が確定する日が平成３１年１０月３１日後であるものにあっては，当該確定したものの

うち，施行日以後初めて支払を受ける権利が確定する基本料金及び従量料金の合計額を

前回確定日（施行日前の直近の料金の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下この

項において同じ。）から施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する日までの

期間の月数で除し，これに前回確定日から同月３１日までの期間の月数を乗じて計算し

た金額に係る部分に限り，料金の額については，なお従前の例による。 

４ 前項の月数は，暦に従って計算し，１月に満たない端数が生じたときは，これを１月

とする。 
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５ 改正後の第３３条の２第１項及び附則第２１項の規定は，施行日以後に給水装置の新

設又は改造（水道メーターの口径を増す改造に限る。）の申込みをする者に係る加入金

について適用し，施行日前に当該申込みをした者に係る加入金については，なお従前の

例による。
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議案第３０号 

新潟市病院事業使用料及び手数料条例の一部改正について 

新潟市病院事業使用料及び手数料条例の一部を改正する条例を次のように制定するもの

とする。 

平成３１年２月１９日提出 

新潟市長 中原 八一 

新潟市病院事業使用料及び手数料条例の一部を改正する条例 

新潟市病院事業使用料及び手数料条例（昭和３４年新潟市条例第３７号）の一部を次の

ように改正する。 

別表入院室料差額の項中「６，４８０円」を「６，６００円」に，「１６，２００円」

を「１６，５００円」に改め，同表非紹介患者初診時負担額の項中「５，４００円」を「

５，５００円」に，「３，２４０円」を「３，３００円」に改め，同表紹介後患者再診時

負担額の項中「２，７００円」を「２，７５０円」に，「１，６２０円」を「１，６５０

円」に改め，同表診断書等の交付手数料の項中「７，５６０円」を「７，７００円」に改

め，同表備考１中「１００分の１０８」を「１００分の１１０」に改める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は，平成３１年１０月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 改正後の別表の規定は，この条例の施行の日以後の病院の使用に係る使用料及び手数

料について適用し，同日前の病院の使用に係る使用料及び手数料については，なお従前

の例による。 
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議案第３１号 

   新潟市医療法施行条例の一部を改正する条例の一部改正について 

 新潟市医療法施行条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例を次のように制定す

るものとする。 

  平成３１年２月１９日提出 

                            新潟市長 中原 八一   

   新潟市医療法施行条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例 

 新潟市医療法施行条例の一部を改正する条例（平成２８年新潟市条例第３０号）の一部

を次のように改正する。 

附則中第３項を第４項とし，第２項の次に次の１項を加える。 

３ 前項の規定の適用を受ける病院の開設者であって，平成３０年６月３０日までの間に，

特定介護療養型医療施設であること又は特定病院であることを再び届け出たものに対す

る同項の規定の適用については，同項中「平成３０年３月３１日」とあるのは，「平成

３６年３月３１日」とする。 

   附 則 

 この条例は，公布の日から施行する。 
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議案第３２号 

   新潟市職業訓練実習場条例の一部改正について 

 新潟市職業訓練実習場条例の一部を改正する条例を次のように制定するものとする。 

  平成３１年２月１９日提出 

                            新潟市長 中原 八一 

   新潟市職業訓練実習場条例の一部を改正する条例    

 新潟市職業訓練実習場条例（昭和５８年新潟市条例第３１号）の一部を次のように改正

する。 

 題名を次のように改める。 

   新潟市職業訓練センター条例 

 第１条中「を行う」を「，各種検定，研修等を行う場を」に改め，「施設を」を削り，

「もつて労働者等の職業生涯を通ずる教育訓練体制を確立するとともに，地域経済社会の

発展に寄与する」を「職業能力の開発及び向上並びに技能及び知識の取得を促進する」に，

「新潟市職業訓練実習場」を「新潟市職業訓練センター（以下「センター」という。）」

に改める。 

 第１５条中「実習場の管理」を「この条例の施行」に改め，同条を第２０条とする。 

 第９条から第１４条までを削る。 

 第８条の見出しを「（許可の取消し等）」に改め，同条第１項各号列記以外の部分中「

一に」を「いずれかに」に，「利用者及び実習場の入場者」を「もの」に，「実習場から」

を「センターから」に改め，同項第１号及び第２号中「違反している者」を「違反してい

るもの」に改め，同項第３号中「実習場の利用の」を「この条例の規定による」に，「受

けた者」を「受けたもの」に改め，同条第２項中「実習場の管理上」を「センターの管理

上」に，「利用者及び実習場の入場者」を「利用者等」に，「し，又は同項に規定する必

要な措置を命ずる」を「する」に改め，同条を第１７条とし，同条の次に次の２条を加え

る。  
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 （原状回復） 

第１８条 利用者等は，次の各号のいずれかに該当する場合は，直ちに原状に回復しなけ 

 ればならない。 

（１） 実習室等の利用を終了した場合 

（２） この条例の規定による許可を取り消された場合 

（３） 行為の中止を命ぜられた場合 

 （４） センターからの退去を命ぜられた場合 

２ 市長は，前項の規定による原状回復について必要な措置を命ずることができる。 

（損害賠償） 

第１９条 利用者等は，センターの施設又は設備を損傷し，汚損し，又は亡失した場合は， 

 その損害を賠償しなければならない。ただし，市長はやむを得ない理由があると認める

場合は，賠償額の全部又は一部を免除することができる。 

 第７条中「実習場」を「センター」に改め，同条を第１６条とする。 

 第６条各号列記以外の部分中「実習場の入場者」を「センターの入場者（以下「利用者

等」という。）」に，「実習場に」を「センターに」に改め，同条第３号中「汚損するお

それのある行為をする」を「損傷し，亡失し，又は汚損する」に改め，同条第４号中「実

習場」を「センター」に改め，同条を第１５条とする。 

 第５条を削る。 

第４条各号列記以外の部分中「一に」を「いずれかに」に，「実習場」を「実習室等」

に改め，同条第１号中「実習場」を「実習室等」に改め，同条第２号中「実習場」を「実

習室等」に改め，「設備を」の次に「損傷し，又は」を加え，同条第３号及び第４号中「

実習場」を「実習室等」に改め，同条を第７条とし，同条の次に次の７条を加える。 

 （利用の取止めの申出） 

第８条 実習室等の利用の許可を受けたもの（以下「利用者」という。）は，実習室等の

利用を取り止めようとする場合は，市長にその旨を申し出なければならない。 
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（使用料） 

第９条 市長は，利用者から別表に定める使用料を徴収する。 

（使用料の納付時期） 

第１０条 使用料は，市長が実習室等の利用を許可するときに徴収する。ただし，市長は， 

特別の理由があると認める場合は，別にその使用料の納付期日を定めることができる。 

（使用料の免除） 

第１１条 市長は，規則で定める特別の理由があると認める場合は，その使用料の全部又

は一部を免除することができる。 

（使用料の不還付） 

第１２条 既納の使用料は，還付しない。ただし，市長は，第１７条第２項の規定により 

処分をした場合その他規則で定める特別の理由があると認める場合は，その使用料の全

部又は一部を還付することができる。 

（許可外の利用の禁止） 

第１３条 利用者は，実習室等をその許可の目的以外の目的に利用し，又は第三者に利用

させることができない。 

（特別の設備の制限） 

第１４条 利用者は，実習室等の利用に際し特別の設備を使用する場合は，あらかじめ，

市長の許可を受けなければならない。 

第３条第１項中「実習場」を「第２条各号に掲げる施設（以下「実習室等」という。）」

に，「者は」を「ものは」に改め，同項に後段として次のように加え，同条第２項を削り，

同条を第６条とする。 

  許可を受けた事項を変更しようとする場合も，同様とする。 

第２条各号列記以外の部分中「新潟市職業訓練実習場（以下「実習場」という。）」を 

「センター」に，「者は」を「ものは」に，「者と」を「ものと」に改め，同条第１号中

「，職業能力開発促進法（昭和４４年法律第６４号）第２４条に規定する認定職業訓練を
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行う事業主及び」を「職業訓練，各種検定，研修等を実施する事業主，」に改め，同条第  

２号を次のように改める。 

 （２） 職業能力の開発及び向上の促進を目的として利用するもの 

 第２条に次の１号を加え，同条を第５条とする。 

 （３） 前２号に掲げるもののほか，技能及び知識の取得の促進を目的とする利用で，

市長が特に認めるもの 

第１条の次に次の３条を加える。 

 （施設） 

第２条 センターに，次に掲げる施設を置く。 

 （１） 実習室 

 （２） 教室 

 （３） 会議室 

 （４） 視聴覚室 

 （５） 和室 

 （開館日） 

第３条 センターの開館日は，土曜日及び日曜日（これらの日が８月１３日から同月１５

日まで及び１２月２９日から翌年１月３日までの日に当たる場合を除く。）とする。た

だし，市長が特に必要があると認める場合は，臨時にこれを変更することができる。 

 （開館時間） 

第４条 センターの開館時間は，午前９時から午後５時までとする。ただし，市長が特に

必要があると認める場合は，臨時にこれを変更することができる。 

 別表第２を削り，別表第１を次のように改める。 

別表（第９条関係） 
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施設名 
使用料の額（円） 

午前 午後 

第１実習室 １，０００ １，３００ 

第２実習室 ３，６００ ４，８００ 

第３実習室 １，１００ １，５００ 

第１教室 ７００ １，０００ 

第２教室 ７００ １，０００ 

第３教室 ７００ １，０００ 

第４教室 ７００ １，０００ 

第５教室 ７００ １，０００ 

第６教室 ７００ １，０００ 

第７教室 ３００ ４００ 

第１会議室 ３００ ５００ 

第２会議室 ７００ １，０００ 

視聴覚室 １，４００ １，９００ 

和室 ５００ ８００ 

備考 

１ 表中「午前」とは午前９時から正午まで，「午後」とは午後１時から午後５時ま

でをいう。 

２ 利用時間が備考１に規定する利用時間に満たない場合でも，時間割計算は，行わ

ない。 

３ 午前及び午後の区分を継続して利用する場合の使用料の額は，各区分の使用料の

額の合計額とする。 

４ 備考１に規定する利用時間以外の時間（備考３に規定する場合における正午から
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午後１時までの時間を除く。）に利用する場合の使用料の額は，１時間につき，そ

の利用が正午から午後１時までのときは午前の，午後５時から翌日午前９時までの

ときは午後の使用料の額を時間割して計算した額とする。この場合において，その

利用時間に１時間に満たない端数があるときは，これを１時間に切り上げる。  

５ 使用料の額に１円未満の端数金額があるときは，その端数金額を切り捨てるもの

とする。 

６ センターの附属設備に係る使用料については，実費等を勘案して市長が別に定め

る。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は，平成３１年４月１日から施行する。ただし，次項の規定は，公布の日か

ら施行する。 

（準備行為） 

２ センターの利用の許可，取止めの申出及び許可の取消し，使用料の徴収，納付期日の

決定，免除及び還付並びにこれらに関し必要な手続その他の行為は，この条例の施行前

においても，改正後の新潟市職業訓練センター条例の規定の例により行うことができる。 
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議案第３３号

新潟市建築関係手数料条例の一部改正について 

新潟市建築関係手数料条例の一部を改正する条例を次のように制定するものとする。

  平成３１年２月１９日提出

新潟市長 中原 八一

新潟市建築関係手数料条例の一部を改正する条例 

新潟市建築関係手数料条例（平成２１年新潟市条例第３３号）の一部を次のように改正

する。

別表第１７項中「に対する審査」の次に「（次項及び第１９項に規定するものを除く。）

を加え，「（法第４８条第１５項ただし書に規定する場合における審査にあっては，１０

５，０００円）」を削り，同表第７６項中「第６９項」を「第７５項」に改め，同項を同

表第８２項とし，同表第７５項中「第６８項」を「第７４項」に改め，同項を同表第８１

項とし，同表第６１項から第７４項までを６項ずつ繰り下げ，同表第６０項中「第６３

項」を「第６９項」に改め，同項を同表第６６項とし，同表第５３項から第５９項までを

６項ずつ繰り下げ，同表第５２項中「第５４項」を「第６０項」に，「第５６項」を「第

６２項」に改め，同項を同表第５８項とし，同表第４８項から第５１項までを６項ずつ繰

り下げ，同表第４７項中「第４９項」を「第５５項」に，「第５１項」を「第５７項」に

改め，同項を同表第５３項とし，同表第４６項を同表第５２項とし，同表第４５項中「第

８６条の８第１項」の次に「若しくは法第８７条の２第１項」を加え，「同条第３項」を

「法第８６条の８第３項（法第８７条の２第２項において準用する場合を含む。）」に改

め，同項を同表第４９項とし，同項の次に次の２項を加える。

５０ 法第８７条の３第５項の規定による興行場

等としての使用の許可の申請に対する審査

１件につき １２０，０００円

５１ 法第８７条の３第６項の規定による特別興 １件につき １６０，０００円
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行場等としての使用の許可の申請に対する審査 

別表中第４４項を第４８項とし，第２８項から第４３項までを４項ずつ繰り下げ，第２

７項を第３０項とし，同項の次に次の１項を加える。

３１ 法第６７条第３項第２号の規定による建築

物の敷地面積に関する特例の許可の申請に対す

る審査，同条第５項第２号の規定による建築物

の壁面の位置に関する特例の許可の申請に対す

る審査又は同条第９項第２号の規定による建築

物の防災都市計画施設に係る間口率若しくは高

さに関する特例の許可の申請に対する審査

１件につき １６０，０００円

別表中第２６項を第２９項とし，第２１項から第２５項までを３項ずつ繰り下げ，同表

第２０項中「第５３条第５項第３号」を「第５３条第５項又は第６項第３号」に改め，同

項を同表第２３項とし，同表中第１９項を第２１項とし，同項の次に次の１項を加える。

２２ 法第５３条第４項の規定による建築物の建

蔽率に関する特例の許可の申請に対する審査

１件につき ３３，０００円

別表中第１８項を第２０項とし， 第１７項の次に次の２項を加える。

１８ 法第４８条第１項ただし書，第２項ただし

書，第３項ただし書，第４項ただし書，第５項

ただし書，第６項ただし書，第７項ただし書，

第８項ただし書，第９項ただし書，第１０項た

だし書，第１１項ただし書，第１２項ただし書

，第１３項ただし書又は第１４項ただし書（こ

れらの規定を法第８８条第２項において準用す

る場合を含む。）の規定による用途地域等内に

１件につき １０５，０００円
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おける建築物の建築等の許可の申請に対する審

査（法第４８条第１６項第１号に規定する場合

における審査に限り，次項に規定するものを除

く。） 

 

１９ 法第４８条第１項ただし書，第２項ただし

書，第３項ただし書，第４項ただし書，第５項

ただし書，第６項ただし書及び第７項ただし書

（これらの規定を法第８８条第２項において準

用する場合を含む。）の規定による用途地域内

における建築物の建築等の許可の申請に対する

審査（法第４８条第１６項第２号に規定する場

合における審査に限る。） 

１件につき １４０，０００円 

  附 則 

 この条例は，建築基準法の一部を改正する法律（平成３０年法律第６７号）の施行の日

から施行する。 
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議案第３４号 

新潟市と燕市の境界変更の申請について 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第７条第１項の規定により，新潟市と燕市との

境界を別紙のとおり変更することを新潟県知事に申請するものとする。 

平成３１年２月１９日提出 

新潟市長 中原 八一   
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別 紙

新潟市に編入する区域

  燕市小古津新字境浦１０３９の一部，２４２２の一部，２４２３の１の一部，２４２

３の３の一部，２５０６の１の一部，２５０７の１の一部，２５０８の１の一部，２５

０９の２，２５１０の１の一部及びこれらの区域に隣接する道路，水路である公有地の

一部並びに２４２３の２，２４９１の３，２４９２の２，２４９４の２，２４９７の２，

２５００の２，２５０３の３，２５０４の２，２５１１の２，２５１２の２，２５１３

の３に隣接する道路，水路である公有地の一部

燕市に編入する区域

  新潟市西蒲区中之口５６から６２までの各一部及びこれらの区域に隣接する水路であ

る公有地の一部並びに９４の地先の道路，水路である公有地の一部
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新潟市西蒲区中之口 
燕市小古津新 

新潟市へ編入 

新潟市へ編入 

燕市へ編入 

市  の  境  界  変  更  略  図 
縮尺 1：5000

上
越
新
幹
線



議案第３５号

町（字）の区域及び名称の変更について 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条第１項の規定により，本市区域内の 

町（字）の区域及びその名称を次のように変更し，土地改良法（昭和２４年法律第１９５

号）第８９条の２第１０項において準用する同法第５４条第４項の規定による換地処分の

公告のあった日の翌日から施行するものとする。

  平成３１年２月１９日提出

新潟市長 中原 八一  

町（字）の区域及び名称変更調書 

変  更  前 変更後

町 字 地   番 町

小吉 １６３０の２の一部、１６３０の３、１６３１の２、 

１６３２の２、１６３３の２、１６８５の２の一部、 

１７２５の２ 

上小吉 

上小吉 ４１４、４１５、４１６の一部、４２５の一部、 

４２６、４２７、４２８の１、４２９の１、 

４３０の１の一部、５５７から５５９まで、 

５６０の１、５６０の２、５６１、５６２の１、 

５６２の２の一部 

小吉 

東小吉 ８８６から９０４までの各一部、９０５、 

９０６から９０９までの各一部、９１２の一部、 

９１３の一部、９１４の１の一部、９１４の２の一部 

中之口 １、２、３の一部、４の一部、７から９までの各一部、 

１０の１の一部、１２の１の一部、１３の１の一部、 
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３１の１の一部、３１の２の一部、３２の１、 

３２の２、３３の１、３３の２、３４の１の一部、 

３４の３の一部、７７の一部、１４７６の１の一部、 

１４７６の２の一部、１５３４の１の一部、 

１５３５の１の一部、１５３６の１の一部、 

１５３６の２の一部、 

１５３７の１から１５３７の３まで、 

１５３８の１から１５３８の３まで、 

１５３９の１から１５３９の３まで、 

１５４０の１から１５４０の３まで、 

１５４１の１から１５４１の３まで、 

１５４２の１から１５４２の３まで、 

１５４３の１から１５４３の３まで、 

１５４４の１から１５４４の３まで、 

１５４５の１から１５４５の３まで、 

１５４６の１から１５４６の３まで、 

１５４７の１から１５４７の３まで、 

１５４８の１から１５４８の５まで、 

１５４９の１の一部、１５４９の２、 

１５４９の３の一部、 

１５５０から１５６２までの各一部、 

１５６４の１の一部、１５６５の１の一部、 

１５６６の１の一部、１５６７の１の一部、 

１５６８から１５７２までの各一部、１５８２の２、 

１５８２の３の一部、１５８２の４の一部、 
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１５８３の２、１５８３の３の一部、１５８６の２、 

１５８６の３の一部、１５８７の２、 

１５８７の３の一部、１５９０の２、 

１５９０の３の一部、１８４７から１８５８まで、 

１８５９の１、１８５９の４、１８６９の１、 

１８６９の４、１８７１の１、１８７１の４、 

１８７２、１８７３、１８７４の１、１８７４の２、 

１８７５の１、１８７５の２、１８７７、 

１８７８の２、１８７９の１、１８７９の２、 

１８８０の１、１８８０の２ 

小吉 ８８５の一部、８８６の一部、９１７の一部 東小吉 

中之口 １１８５から１１８９までの各一部、１１９１の一部、 

１２１５の１の一部、１２１５の２の一部、 

１２１６の１の一部、１２１６の２の一部、 

１２３３の一部、１２３４の一部、１２３８の一部、 

１４３７から１４４８まで、 

１４５０から１４５４まで 

小吉 ９１８から９２７まで、９２８の一部 中之口 

東小吉 ５１３から５１７までの各一部、 

５１９から５２３までの各一部、 

５２４から５３０まで、６４５の一部、６４６の一部、 

６４８の一部、６４９の１の一部、６５０の１の一部、 

６５３の１の一部、６６３、６６４ 

針ケ曽根 ８６７、８６９、８７１、８７２、 

８７３の１から８７３の３まで、８７４、 
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８９７から９０４まで、 

９０５から９０８までの各一部 

門田 １４１７の２、１４１７の３、１４１８の２、 

１４１８の３ 

東船越 １０２９ 

三ツ門 善兵衛田 ２０８の２、２０８の３、２３０の３、 

２６３の１の一部、２６４の１、２６４の３ 

小古津新 境浦 １０３９の一部、２４２２の一部、 

２４２３の１の一部、２４２３の３の一部、 

２５０６の１の一部、２５０７の１の一部、 

２５０８の１の一部、２５０９の２、 

２５１０の１の一部 

中之口９１１の１の地先の三ツ門字堰結道下の水路である公有地の一部 

中之口 １１４４の３、１１４４の５、１１４５、 

１１４６の１、１１４６の３、１１５３の７、 

１１５７の１、１１５９から１１６１まで、 

１１６３、１１６５の１、１１６５の４、 

１１６６の１、１１６８の１、１１７０、 

１１７１の一部、１１７２の１の一部 

針ケ曽根 

中之口 ８９６の１の一部、８９６の２の一部、 

８９９から９０２までの各一部 

三ツ門 

三ツ門 善兵衛田 ２６０、２６３の１の一部 

善兵エ田 ２６１の１、２６２の１ 

及び当該変更に伴う公有地を含む
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町 字 町 字
① 三ツ門 善兵衛田

② 三ツ門 善兵エ田

③ 中之口 -

④ 中之口 - 針ケ曽根 -

⑤ 門田 -

⑥ 三ツ門 善兵衛田

⑦ 三ツ門 堰結道下

⑧ 針ケ曽根 -

⑨ 東小吉 -

⑩ 東船越 -

⑪ 小吉 -

⑫ 小古津新 境浦

⑬ 中之口 -

⑭ 小吉 -

⑮ 東小吉 -

⑯ 中之口 -

⑰ 上小吉 -

⑱ 小吉 - 上小吉 -

番
号

変更前 変更後

三ツ門

中之口

小吉

-

-

-

-

東小吉

町（字）の区域及び名称変更略図 

縮尺 １：１５，０００

は ん 例

変 更 予 定 区 域 線

旧 町 （ 字 ） 区 域 線

①

②

③

④⑤
⑥

⑦

⑧

⑨

⑬

⑨

⑩ ⑬

⑮
⑪

⑯

⑭

⑫

⑰

⑱

⑱



議案第３６号

新潟県市町村総合事務組合規約の変更について 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２８６条第１項の規定により，新潟県市町村

総合事務組合規約を次のとおり変更するものとする。

  平成３１年２月１９日提出

  新潟市長 中原 八一

新潟県市町村総合事務組合規約の一部を変更する規約 

新潟県市町村総合事務組合規約（平成１６年総行市第３０号許可）の一部を次のように

変更する。

別表第２の６の項中「上越広域伝染病院組合」の次に「、三条・燕・西蒲・南蒲広域養

護老人ホーム施設組合」を加える。

附 則

この規約は，総務大臣の許可の日から施行する。
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議案第４１号

包括外部監査契約の締結について 

次のとおり包括外部監査契約を締結するものとする。 

  平成３１年２月１９日提出 

新潟市長 中原 八一  

１ 契約の目的 

  当該契約に基づく監査及び監査の結果に関する報告 

２ 契約の始期 

  平成３１年４月１日 

３ 契約の金額 

  １５，０００，０００円を上限とする額 

４ 費用の支払方法 

  契約の定めるところによる 

５ 契約の相手方 

  住所 新潟市中央区川岸町２丁目６番地６ ＡＧＥ５０２号 

  氏名 神代 勲 

  資格 公認会計士 
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